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資料 1 

議案第１号 

 

 

 

こころに残る景観資源発掘プロジェクト 

眺望景観について 

 

 

岸和田市景観条例第 40 条の規定により啓発活動として行っている「こころ

に残る景観資源発掘プロジェクト」今年度テーマの「こころに残る眺望景観」

について審議願うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 2 

議案第 2 号 

 

 

 

こころに残る景観資源発掘プロジェクト 

歴史・文化景観について 

 

 

岸和田市景観条例第 40 条の規定により啓発活動として行っている「こころ

に残る景観資源発掘プロジェクト」次回テーマの「こころに残る歴史・文化景

観」について審議願うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 3 

報告第１号 

 

 

 

箕面市のヒアリングについて 

 

 

景観法に基づく具体的な行為の制限や景観形成の基準等について箕面市の規

制基準等を報告するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 4 

報告第２号 

 

 

 

景観施策の取り組みについて 

 

 

岸和田市景観条例第 40 条の規定により啓発活動として行っている取り組み

について報告するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 5 

報告第３号 

 

 

 

次期委員改選について 

 

 

岸和田市景観審議会規則及び岸和田市付属機関条例に基づき、本審議会の次期

委員の市民公募について報告するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


